
📢お知らせ📢 令和４年 12月 1日より 

インフルエンザ罹患に伴う登校許可証明書の取扱いが変更になりました 

症状等 これまでの対応 変更後の対応 

発症時 ・医療機関を受診し、「罹患証明書」を 

受取る 

・学校への電話連絡 

・医療機関を受診 

・学校への電話連絡 

・学校ＨＰから「経過報告書」をダウンロー

ド 

安静時 ・自宅で安静 

・毎日、午前及び午後に検温し、「罹患証

明書」の経過報告書欄に結果を記載 

・自宅で安静 

・毎日、午前及び午後に検温し、「経過報告

書」の体温記録欄に結果を記載 

出席停止期間後 ・登校して「罹患証明書」を担任に提出 

・医療機関を受診する必要なし 

・登校して「経過報告書」を担任に提出 

・医療機関を受診する必要なし 

 

 

【インフルエンザ出席停止期間 早見表】 

○インフルエンザ出席停止期間  

「解熱後 2日を経過」+「発症後 5日が経過」するまで。 

 発症日 

0日目 

発症後 

1日目 

発症後 

2日目 

発症後 

3日目 

発症後 

4日目 

発症後 

5日目 

発症後 5日を過ぎた後

（発症後 6日目以降） 

 

 

 

（Aさん） 

発症後 

1日目に解熱 

した場合 

発熱 

 

 

解熱 

解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 

発症後 

4日目 

発症後 

5日目 

登校 OK 

 

 

 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

 

 

 

（Bさん） 

発症後 

２日目に解熱 

した場合 

発熱 

 

 

発熱 

解熱 
解熱後 

1日目 

解熱後 

2日目 

発症後 

５日目 

登校 OK  

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

 

 

 

（Cさん） 

発症後 

３日目に解熱 

した場合 

発熱 

 

 

発熱 発熱 

解熱 

解熱後 

１日目 

解熱後 

2日目 

登校 OK 
 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

 

 

 

（Dさん） 

発症後 

４日目に解熱 

した場合 

発熱 

 

 

発熱 発熱 発熱 

解熱 

解熱後 

１日目 

解熱後 

２日目 

登校 OK 

出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 出席停止 

 

 

登校していいのは、 

この 2つがそろった時 



記入例＊この用紙は学校ホームページからダウンロードできます 

しらゆりさんは、12 月１日昼頃から頭痛・寒気があり夕方、熱を測ってみたところ、37.7℃ありました。翌朝

38.8℃になっていたため〇〇医院を受診し、インフルエンザと診断されました。保護者が学校へ連絡をし、学校のホ

ームページから経過報告書をダウンロードし、その後毎日午前と午後に 1 回ずつ検温を行いました。発症から３日た

った 12月４日解熱したので、解熱後２日経過した 12月７日にこの用紙を持って登校しました。 

 

インフルエンザ経過報告書（保護者記入） 

 

ＨＲＮО    氏名  掛川 しらゆり      

       

生年月日 平成 〇〇 年 〇 月 〇日 

 

症 状 出 現 日：令和 ４年 12月 １ 日（発症０ 日） 

医療機関診断日：令和 ４年 12月 ２ 日 

受診医療機関名：   〇〇〇医院 

医師からの注意事項があれば記入 

 

 

 

 発症日 日時 午前測定時刻：体温 午後測定時刻：体温 

０日目 12月１日 午前７時 00分：３６．８ 度 午後 ６時 00 分：37.7度 

１日目 12月２日 午前６時 00分：38.8 度 午後 ８時 00分：38.0度 

２日目 12月３日 午前 7時 00分：37.7度 午後 ８時 00分：36.8度 

３日目 12月４日 午前 7時 00分：36.8度 午後 8時 00分：36.6度 

４日目 12月５日 午前 7時 00分：36.5度 午後 8時 00分：36.7度 

５日目 12月６日 午前 7時 00分：36.5度 午後 8時 00分：36.8度 

６日目 12月７日 午前 6時 00分：36.６度 午後  時  分：   度 

７日目 月  日 午前 時  分：   度 午後  時  分：   度 

８日目 月  日 午前 時  分：   度 午後  時  分：   度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季節性のインフルエンザの出席停止期間は、学校保健安全法施行規則第１９条第２項により、「発症した後５日を経過

し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては、３日）を経過するまで」とされていますので、発症した日を０日として、そ

こから５日間（計６日間）は登校できません。また、１日の内で午前・午後ともに平熱となった日を解熱０日目とし、平

熱で過ごせる日を２日間（幼児にあっては３日間）経過する必要があります。 

 

保護者が記入 

解熱日 

解熱後 2 日経過を 

登校日 


